


 

 

さいたま市規則第３５号 

   さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和５年

さいたま市規則第７７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （条例第２条第３号の規則で定める者） 

第２条 条例第２条第３号の規則で定める者は、次

に掲げる者とする。 

 

 ⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第

１３条に規定する教育扶助で学校給食費に関す

るものの支給を受けている者 

 ⑵ 特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭

和２９年法律第１４４号）第３条第２項の規定

による支給（学校給食費に関するものに限る。

）を受けている者 

 ⑶ 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認め

る者 

 

  

第３条 ［略］ 

 

第４条 ［略］ 

 

第２条 ［略］ 

 

第３条 ［略］ 

 

第５条 ［略］ 

 

第６条 ［略］ 

 

第７条 ［略］ 

 

第４条 ［略］ 

 

第５条 ［略］ 

 

第６条 ［略］ 

 

第８条 ［略］ 第７条 ［略］ 

  

第９条 ［略］ 第８条 ［略］ 

  

  附 則 

１ ［略］ 

  附 則 

１ ［略］ 



 

 

 （学校給食費の徴収に関する特例） 

２ 当分の間、別表第２の左欄に掲げる児童又は生

徒に対する同表の適用については、それぞれ同表 

の右欄中「４０７円」とあるのは「３１７円」と、

「３８７円」とあるのは「３１４円」と、「４４ 

５円」とあるのは「３５５円」とする。 

 （学校給食費の徴収に関する特例） 

２ 当分の間、別表第２の左欄に掲げる児童又は生

徒に対する同表の適用については、それぞれ同表 

の右欄中「３１３円」とあるのは「２６０円」と、

「３８１円」とあるのは「３１７円」と、「３６ 

７円」とあるのは「３１４円」と、「４１９円」 

とあるのは「３５５円」とする。 

  

別表第１（第３条、第５条関係） 別表第１（第２条、第４条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

別表第２（第４条関係） 別表第２（第３条関係） 

区分 一食当たりの額 

小学校の児童及び当該

児童と同等の学校給食

の提供を受ける者 

３３３円 

中学校の生徒及び当該

生徒と同等の学校給食

の提供を受ける者 

４０７円 

中等教育学校前期課程

の生徒及び当該生徒と

同等の学校給食の提供

を受ける者 

     ４０７円 

特別支援学校の小学部

の児童並びに中学部及

び高等部の生徒（小学

部の児童が受ける給食

の量に相当する量の給 

食を受ける生徒に限る。

）並びに当該児童又は 

生徒と同等の学校給食

の提供を受ける者 

３８７円 

特別支援学校の中学部

及び高等部の生徒（小

学部の児童が受ける給

食の量に相当する量の

給食を受ける生徒を除

く。）並びに当該生徒

と同等の学校給食の提

供を受ける者 

４４５円 

 

区分 一食当たりの額 

小学校の児童及び当該

児童と同等の学校給食

の提供を受ける者 

３１３円 

中学校の生徒及び当該

生徒と同等の学校給食

の提供を受ける者 

３８１円 

中等教育学校前期課程

の生徒及び当該生徒と

同等の学校給食の提供

を受ける者 

      ３８１円 

特別支援学校の小学部

の児童並びに中学部及

び高等部の生徒（小学

部の児童が受ける給食

の量に相当する量の給 

食を受ける生徒に限る。

）並びに当該児童又は 

生徒と同等の学校給食

の提供を受ける者 

３６７円 

特別支援学校の中学部

及び高等部の生徒（小

学部の児童が受ける給

食の量に相当する量の

給食を受ける生徒を除

く。）並びに当該生徒

と同等の学校給食の提

供を受ける者 

４１９円 

 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関す



 

 

る条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提供する学校給食に係る学校

給食費の額について適用し、同日前に提供された学校給食に係る学校給食費の額に

ついては、なお従前の例による。 


